
1 選定品目及び選定頻度

　・見積り合わせは、原則、別添「見積書等配付予定日一覧表」に示す日程に沿って実施する。
　・見積り合わせの対象となる品目は、下記の表のとおりとする。提出期限までにFAX等により納入を
　　希望する給食センターへ見積書を提出すること。
　・学期ごとに見積り合わせ及び選定を行う品目については、原則として当該学期の前月（１学期：３月
　　２学期：７月　３学期：１２月）に開催する。
　・見積り合わせの時期及び選定頻度は、状況に応じて変更となる場合がある。

2 納入業者及び発注内容の決定

　・見積り合わせの結果、発注予定の納入業者に対しては、給食センターよりFAX等にて、事前に「納入
　　業者決定のお知らせ」を送付する。
　・発注内容は、発注書の送付をもって確定とする。

3 納品について

　・各給食センターへの納品時間は、裏面「納品可能時間」のとおりとする。
　・納品においては、次の注意事項について留意すること。

　　　【注意事項】

（１）納品時の検収において不合格とされた物品については、給食センターの指示に従い、直ちに交換・
　　　補充等の対応を行うものとする。また、調理中や給食提供時に異常等が発見された場合についても、
　　　給食センターからの指示に従い、必要な対応を行うものとする。

（２）規格に合わない不良物資の納品が続く場合や、納入物資が見本品と著しく異なる等の指摘を受けた
　　　にもかかわらず改善が見られない場合は、次回の見積り合わせに参加できなくなったり、状況によっ
　　　ては月の途中で発注を取り消したりする場合があるので留意すること。

　　【業者評価の観点】
　　　業務遂行、物資の品質、衛生管理、安全対策への配慮、不適切な品物があった場合の対応、
　　　報告・連絡・相談、書類の管理等

（３）納品日については品目により異なるため、詳細は別添の取扱業者別の注意事項を参照とすること。

（４）選定された物品がやむを得ない事情により調達できない場合は、次点の業者に発注するため、速やか
　　　に辞退の連絡を行うこと。
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